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組合員各位 

 

来島海峡航路西側海域における安全対策 

 

 

来島海峡において相次いで発生している衝突事故を受けて、2024年 7月 1日午前 10時から新たな安

全対策が実施されることとなりましたので、ご案内します。 

 

安全対策の詳細については、以下の第六管区海上保安部のウェブサイトおよび添付のリーフレットをご

参照ください。 

 

第六管区海上保安庁ウェブサイト：来島海峡航路西側海域における安全対策について 

https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/safety/kurushima-keiroshitei.html 

 

安全対策の主な内容は以下のとおりです。 

1. 来島海峡航路西口における経路の指定 

海上交通安全法第 25 条第 2 項に基づく告示により指定される経路によって航行する必要がありま

す。 

 

2. 安芸灘南航路第四号灯浮標の廃止 

上記経路の指定に合わせて、通航船舶の支障となる安芸灘南航路第四号灯浮標を廃止し、推薦航路

を同第三号灯浮標まで短縮します。 

以上 
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